
 

船舶事故調査報告書 

平成３０年７月１８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２９年１２月２０日 ０７時１５分ごろ 

発生場所 宮崎県宮崎市宮崎港 

宮崎港北防波堤灯台から真方位２１８°１.１海里付近 

（概位 北緯３１°５４.３′ 東経１３１°２７.７′） 

事故の概要 押船第五三
さん

徳
とく

丸は、バージ第六三
さん

徳
とく

丸と押船列を構成して着岸作業

中、浅所に乗り揚げた。 

事故調査の経過 平成３０年２月７日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 押船 第五三徳丸、１３６トン 

１３５４７２、丸阿産業株式会社 

Ｂ バージ 第六三徳丸、約２,７８６トン 

なし、丸阿産業株式会社 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、五級（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ ビルジキールに曲損等 

Ｂ なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 高潮時 

日出時刻：０７時０９分ごろ 

 事故の経過 

 

Ａ船は、船長Ａほか７人が乗り組み、船長Ａが操船に当たり、海砂

約３,８００ｍ３を積載したＢ船と押船列（以下「Ａ船押船列」とい

う。）を構成し、宮崎港東部ふ頭に着岸作業中、浅所に乗り揚げた。 

Ａ船の喫水は、船首尾共に約５.０ｍであった。 

船長Ａは、宮崎港の入出港経験が多数あって浅所の位置を知ってお

り、海図に記載された水深（５.１～５.４ｍ）であれば、余裕水深が

確保されていると思っていたので、宮崎港東部ふ頭付近の水深が、砂

や泥が堆積して海図に記載された水深より浅くなっていたのではない

かと本事故後に思った。 

十管区水路通報（２０１４年２８７項）によれば、本事故発生場所

付近は、海図記載の水深より最大約２ｍ減少している旨の情報が提供

されている。 

分析 Ａ船押船列は、宮崎港東部ふ頭に着岸作業中、船長Ａが同ふ頭付近

の水深が海図に記載された水深より浅くなっていることを知らなかっ

たことから、Ａ船が浅所に乗り揚げたものと考えられる。 

原因 本事故は、Ａ船押船列が、宮崎港東部ふ頭に着岸作業中、船長Ａが



 

同ふ頭付近の水深が海図に記載された水深より浅くなっていることを

知らなかったため、Ａ船が浅所に乗り揚げたものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・地形によっては砂や泥が堆積し、経年により海図発行時から水深

が浅くなっている場合があるので、水路通報を確認すること。  


